
（平成２２年３月３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 40 件

国民年金関係 22 件

厚生年金関係 18 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 38 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 24 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 3382 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年８月から平成４年９月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 53年１月から 59年７月まで 

② 昭和 59年８月から平成４年９月まで 

私が 20 歳になった昭和 53 年＊月ごろ、母親が私の国民年金の加入手続

を区役所で行った。年金手帳については記憶にない。 

申立期間①の国民年金保険料については、具体的な金額等の記憶はない

が、両親と私の３人分の保険料を母親が区役所で納付していた。申立期間

②の保険料については、結婚後同居した妻が夫婦２人分の保険料を初めは

納付書で、しばらくしてからは口座振替で納付していた。母親も妻も自分

の保険料を納付して私の保険料を納付しないはずはないので、申立期間①

及び②の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人の国民年金保険料を納付したとしている申

立人の妻は、昭和 59 年８月の結婚に際して厚生年金保険適用事業所を辞

め国民年金へ加入していることが認められるとともに、加入以降において

は申立期間を含めて保険料の未納はなく、申立人の両親と同居していなが

ら、自分の保険料のみ納付を行い、申立人である夫の保険料を何年にもわ

たって未納のままにしておくことは考え難いことから、結婚時点では、申

立人も国民年金に加入し、その妻と保険料の納付をしていたと考えても不

自然ではない。 

    また、申立人の妻は、結婚当初は納付書で、しばらくしてから郵便局の

口座振替で納付したと証言しているところ、申立期間当時の居住地での制

度と一致していることから、申立期間②についても、申立人の妻が夫婦２



 

  

人分の保険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

    さらに、申立人が申立期間②当時に居住していた市においては、国民年

金の未適用者の加入促進対策等を実施していたことが確認でき、夫婦の婚

姻届の提出時や、その妻の国民年金加入手続時等の機会において、申立人

の国民年金加入状況についても把握されていたものと考えられ、申立人が

このような機会を経ても未加入のままであったとは考え難い。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、昭和 53 年１月ごろ、申立人の母親が国民年

金の加入手続を行ったとしているところ、その母親は具体的な加入手続、

年金手帳及び保険料月額等についての記憶が定かではなく、申立人も加入

手続及び保険料納付に関与しておらず具体的な記憶がないことから、国民

年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

    また、申立期間当時、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

    さらに、申立人が申立期間①の期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 59 年８月から平成４年９月までの国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3383 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年３月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 41年３月まで 

私は、申立期間当時、国民年金についての加入は任意であったが、義母

も任意加入していたし、自治会長の勧めもあったので、昭和 42 年４月に加

入手続をしたと思う。国民年金保険料については、その加入時に、昭和 40

年３月から 42 年３月分までの分を当時の自治会長に一括して納付したにも

かかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時は国民年金の任意加入被保険者であり、さかのぼ

って国民年金の資格を取得すること、及び保険料を納付することはできない

ところ、申立人が所持する昭和 42 年４月 1 日発行の国民年金手帳の記載で

は、後に訂正されているものの、少なくとも加入手続時において、申立人は

強制加入被保険者として取り扱われていたことがうかがわれ、このことは、

資格取得日がさかのぼって 40 年３月 1 日とされていること、及び 42 年４月

27 日に 41 年４月から 42 年３月までの１年分の国民年金保険料が領収されて

いることからも裏付けられる。 

   また、申立人が、さかのぼって一括納付した昭和 41 年度の国民年金保険料

については、平成 21 年５月に申立人が所持する国民年金手帳の検認記録に

より訂正されるまで未納とされていたこと、及び特殊台帳では当初から任意

加入被保険者とされているが、資格取得日は昭和 42 年４月の加入手続時か

らさかのぼった 40 年３月１日のままであるなど、申立人の国民年金手帳の

記載内容と特殊台帳やオンライン記録の内容とでは大きく異なることから、

行政の事務手続及び記録管理に不備があったことは明らかである。 



 

  

   さらに、申立人は、国民年金の加入手続時において強制加入として取り扱

われていたことから、現年度保険料としての昭和 41 年度分とともに、過年

度保険料として申立期間の国民年金保険料をさかのぼって納付したと考えて

も不自然ではない。 

   加えて、申立期間は 13 か月と比較的短期間である上、申立人は、国民年金

へ任意加入して以降、申立期間以外の加入期間の国民年金保険料はすべて納

付済みであることから、国民年金保険料の納付意欲が高かったものと認めら

れる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3384 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年９月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年９月から 51年６月まで 

私は会社を退職後、私の母親から国民年金の加入を勧められたため、昭

和 49 年９月に市役所で、私の国民年金の任意加入手続を行い、その場で国

民年金保険料を納付した。当時は夫の異動により転居する直前であり、慌

ただしい時期に国民年金の加入手続や保険料を納付したことを鮮明に憶え

ている。また、その後の保険料については、同年 10 月に転居した地域では

自宅に近く利便性の良い金融機関で納付したこと、及び 50 年９月に転居し

た地域では買い物で頻繁に出掛けた駅前にある金融機関で納付したことを

憶えている。申立期間が未加入で保険料を納付していないとされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 22か月と比較的短期間である。 

   また、申立人は、昭和 49 年９月に市役所で国民年金の加入手続を行った際

に、国民年金手帳を受け取ったことを記憶しており、その手帳は同年 10 月

以前に発行されていた手帳の様式と一致することから、当時申立人に別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたものと推認できる。 

   さらに、申立人は、昭和 49 年 10 月の転居を控えた慌ただしい時期に国民

年金の加入手続や保険料の納付を行ったこと、及び二度にわたる転居後の地

域では、自宅近くの金融機関や駅前にある金融機関で保険料を納付したこと

を具体的かつ鮮明に記憶している上、50 年に転居した地域の市役所では、転

入手続の際に併せて国民年金保険料等の案内を行っていた事を確認できるこ

とから、申立人の主張は信憑
ぴょう

性が高いものと考えられる。 



 

  

   加えて、申立人が納付したとする保険料額は、申立期間当時、実際に納付

した場合の金額とおおむね一致していることから、申立人の主張は基本的に

信用できる。 

   その上、申立人は、国民年金に任意加入している上、申立期間後の国民年

金加入期間について保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意

識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3385 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年３月から 61 年３月までの期間及び平成３年８月から同

年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 60年３月から 61年３月まで 

② 平成３年８月から同年 12月まで 

私は、母親に勧められ昭和 62 年３月ごろに区役所で私の国民年金の加入

手続を行った際、窓口で、過去の未納期間の保険料をさかのぼって納付で

きることを聞いたことから、申立期間①の保険料を同年春ごろに、納付書

により金融機関で納付した。申立期間②については、保険料の納付金額を

はっきり憶えていないが、毎月自宅近くの金融機関で納付書により納付し

た。申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②については、13か月及び５か月と比較的短期間である。 

   また、申立期間①について、申立人は昭和 62 年３月ごろに国民年金の加入

手続を行っていたことが確認できることから、申立人が過去の未納期間の保

険料を納付したとする同年春ごろの時点で、申立期間①の保険料を納付する

ことは可能であった。 

   さらに、申立期間①について、申立人が過去の未納期間についてさかのぼ

って納付したとする保険料額は、当時、実際に納付した場合の金額とおおむ

ね一致している。 

   加えて、申立人の所持する年金手帳によると、申立人は、申立期間②にお

ける厚生年金保険と国民年金との切替手続を適切に行っていることが確認で

きることから、申立期間②の保険料を納付しなかったとするのは不自然であ

る。 

   その上、申立期間②について、申立人は、毎月納付書により金融機関で納



 

  

付していたと主張しているところ、当時、申立人が居住していた地域では、

金融機関で納付書による保険料納付が可能であったことが確認できることか

ら、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3386 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 12 月から 41 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月から 41年 10月まで 

私は、昭和 36 年に国民年金に任意加入したが、38 年４月ごろ離婚を前

提に夫と別居するため転居し、任意加入の資格喪失手続を行った。その後、

正式に離婚をして実家近くに転居し、旧姓に戻ったことから、将来のこと

を考え、転居後の別の区で再び加入の手続を行い、１冊目と同じ赤い色の

国民年金手帳の交付を受けた。国民年金保険料については、近所の郵便局

で納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年に国民年金の任意加入の資格喪失手続を行った後、離

婚が成立した 39 年 12 月に別の区で再度加入手続を行い、この時に交付され

た２冊目の国民年金手帳は、最初に交付された手帳と同じ色の手帳であった

としているところ、申立人の資格喪失及び再加入の動機は明確である上、こ

れらの手続についての記憶も具体的かつ鮮明であるとともに、２冊目の国民

年金手帳の色は申立人の主張どおりであることなどが確認でき、申立内容に

特段不合理な点は見当たらない。 

   また、行政側においては、申立人が昭和 38 年に資格喪失手続を行った区か

ら、申立期間当時に居住していた区に転出したことを把握していたことが確

認できることから、申立人は、同じ国民年金手帳記号番号によって国民年金

への再加入の手続を行ったものと考えられ、再加入手続を行いながら、その

直後の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   さらに、申立期間は１回、かつ 23 か月と比較的短期間である上、申立人は、



 

  

国民年金に任意加入し、申立期間以外の国民年金加入期間の保険料をすべて

納付していることなどから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3387 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年２月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年２月から 61年３月まで 

私の国民年金の加入手続は、昭和 46 年 12 月ごろに私の父親が市役所で

行った。国民年金保険料については、61 年４月に第３号被保険者になるま

で納付書により金融機関で納付していたはずである。私は、国民年金の任

意加入被保険者の資格喪失を行った憶えはないことから、申立期間が未加

入で保険料を納付していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を毎月納付書により金融機関で納付

したと主張しているところ、申立期間当時、申立人が居住していた市では１

ヶ月単位の収納による納付書方式を実施しており、申立人が申立期間当時、

納付していたとする保険料額は、当時の金額とおおむね一致していることが

確認できる上、同金融機関は存在していたとともに保険料を納付することは

可能であったことから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、オンライン記録によると、申立人は昭和 59 年２月 21 日に国民年金

の任意加入者の資格喪失を行っていることが確認できるが、申立人は、国民

年金の資格喪失手続を行った記憶はなく、申立期間を通じて住所及びその夫

の仕事に変更はなく生活状況に大きな変化は認められないことから、申立人

が資格喪失の手続を行う理由も見当たらない。 

   さらに、申立人は、昭和 61 年４月に国民年金の第３号被保険者になった際、

これで金融機関まで行って保険料を納付する面倒がなくなってよかったと思

ったことを鮮明に記憶しているとしていることから、申立人は第３号被保険

者になる直前の時期まで国民年金保険料を納付していたものと推認できる。 



 

  

   加えて、申立人の夫は、第３号被保険者制度が創設されたころに会社から

変更手続の書類を持ち帰った際、「これで毎月保険料を納付しなくてもよく

なったね。」と申立人に話したことを記憶している旨証言している。 

   その上、申立人は、昭和 46 年 12 月に国民年金に加入して以降、国民年金

加入期間の保険料に未納はない上、50 年９月に結婚した後は国民年金に任意

加入するとともに申立期間直前までの保険料をすべて納付していたことから、

保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3388 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年７月から 46 年１月までの期間、同年４月、48 年４月か

ら 50 年６月までの期間、51 年１月から同年 12 月までの期間及び 53 年１月

から 54 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 45年７月から 46年１月まで 

② 昭和 46年４月 

③ 昭和 48年４月から 50年６月まで 

④ 昭和 51年１月から同年 12月まで 

⑤ 昭和 53年１月から 54年３月まで 

私は、昭和 45 年７月に飲食店を退職後、しばらくした時期に市役所の支

所で国民年金の加入手続を行った。 

申立期間①、②及び③の国民年金保険料については、市役所の支所で定

期的に納付した。申立期間④については、国民年金保険料は何年でも過去

にさかのぼって納付できると勘違いしていたため、しばらくの間未納にし

ていたが、52 年 12 月にさかのぼって納付することができる 24 か月分の保

険料を納付した。申立期間⑤についても、私が夫婦二人分の保険料を納付

していた。申立期間①、②、③、④及び⑤の保険料が未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①、②及び③については、当該期間に近接する昭和 46 年５月から

同年９月までの期間が、61 年３月に未納から納付済みへ記録が変更されてお

り、申立期間④及び⑤については、当該期間中の 51 年度及び 52 年度の一部

だけ国民年金保険料が未納とされていることから、本来、特殊台帳は保管さ

れるはずであるが、それが保管されていない上、申立期間②については、申

立人が居住していた市の市町村名簿では納付済みとされていることから、行



 

  

政側の記録管理が適切に行われていなかった可能性がうかがえる。 

   また、申立期間①及び②については、国民年金に加入当初の納付意欲の高

い時期であり、それぞれ直後の期間は保険料が納付済みとされていることか

ら、当該期間の保険料が未納とされているのは不自然である。 

   さらに、申立期間④について、申立人は、市役所職員から「２年分しか過

去の保険料を納付できない。」と言われたため、52 年 12 月に 51 年１月以降

の２年分の保険料をさかのぼって納付したとしているところ、その納付金額

は、当該期間及び納付済みとされている 52 年１月から同年 12 月までの期間

の保険料の合計金額とおおむね一致することから、申立内容に特段不自然な

点は認められない。 

   加えて、申立期間⑤については、前後の期間が納付済みとされていること

から、途中の当該期間の保険料が納付済みとなっていないのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3389 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から６年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年４月から６年３月まで 

私の母親は、私が社会人になったのをきっかけとして、役場の窓口で私

の国民年金の加入手続を行った。申立期間の保険料は、私の母親が、まと

めて納付したはずである。私の母親は、私の妹の国民年金保険料も納付し

ており、妹は 20 歳から納付済みとなっているにもかかわらず、私のみ申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年５月 19 日に払い出されている

ことが確認できることから、その時点で、申立期間の保険料をさかのぼって

納付することは可能であったと推認できる。 

   また、申立人は、その母親が申立期間の保険料をまとめて納付したと主張

しているところ、納付したとする金額は当時の保険料とおおむね一致してい

る上、申立人の父親から、｢妻は保険料をさかのぼって払えるだけ払ったと

話していたことを記憶している。｣との証言が得られている。 

   さらに、申立人は、申立期間当時、申立人と同居していたとする申立人の

妹の国民年金保険料についても申立人の母親が納付していたとしているとこ

ろ、その妹は 20 歳から保険料が納付済みとなっている上、申立人の母親は、

国民年金加入期間について、保険料をすべて納付していることから、保険料

の納付意欲は高かったものと認められ、納付意識の高かった申立人の母親が

申立期間の保険料を納付したとしても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3390 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から同年 12月まで 

私の夫が、私が会社を退職した直後の昭和 48 年９月に市の出先機関で、

私の国民年金の加入手続を行い、付加保険料も納付することとした。しば

らくして納付書が送られて来たので、夫が、すぐに申立期間の国民年金保

険料を市の出先機関又は銀行で納付した。申立期間の保険料は、夫が、付

加保険料も含めて納付しているので、保険料が未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年９月に、申立人の夫が、申立人の国民年金の加入手続

を行い、しばらくして納付書が送られて来たので、申立人の夫が、すぐに申

立期間の国民年金保険料を付加保険料を含めて納付したと主張しているとこ

ろ、申立人は同年９月に国民年金に任意加入していることが確認出来る上、

申立人の夫は、申立期間の保険料は自分が納付した旨証言している。 

   また、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は付加保険料を含めて納付

済みとされており、その前後を通じて申立人の住所及び申立人の夫の仕事に

変更はなく、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中の３か月

と短期間である申立期間の保険料が未納とされているのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3391 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年 12 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年 12月から 53年３月まで 

申立期間の国民年金保険料は、私が、夫婦二人分を納付書により金融機

関で一緒に納付していた。申立期間の夫の保険料が納付済みとされている

にもかかわらず、私の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料は、申立人が、夫婦二人分を一緒に

納付していたと主張しているところ、申立人の夫も、申立期間当時、申立人

が、夫婦二人分の保険料を納付していた旨証言している上、申立人の夫の申

立期間の保険料は納付済みとされている。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料は、納付書により金融機関で

納付したと主張しているところ、夫婦は、申立期間の途中で転居しているが、

夫婦が申立期間当時居住していた転居前及び転居後の市では、その当時、納

付書による保険料の収納が行われていたことが確認できる上、申立人が納付

したとする金融機関も申立期間当時から存在していたことが確認できる。 

   さらに、申立人及びその夫が所持する国民年金手帳によると、申立期間の

途中で転居した際の住所変更手続が、夫婦とも適切に行われていたことが確

認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3392 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年 10 月から平成４年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月から平成４年３月まで 

私は、国民年金に加入後、体調を崩して入院したので、しばらくの間、

国民年金保険料を納付しない時期や、申請免除を受けていた時期があった。

しかし、体調が戻り仕事に復帰したため、その後、保険料を納付するよう

になった。申立期間当時、私が銀行で納付書により保険料を納付したり、

その当時市役所の支所に勤務していた母親に納付を依頼して保険料を納付

していた。私は、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、体調を崩して入院していた時は、国民年金保険料を納付するこ

とができなかったものの、申立期間当初のころから体調が良くなり、保険料

を納付するようになったと主張しているところ、申立人が申立期間の前後を

通じて勤務していた会社の社長は、申立期間当初に申立人が仕事に復帰し、

申立人に給料を支給していたと証言しており、その金額は、申立期間の保険

料を納付するのに十分な額であったと考えられることから、申立内容は基本

的に信用できる。 

   また、申立人が申立期間当時から居住している市の国民年金保険料収納状

況一覧表によると、申立人が申立期間途中に市内転居した際に、住所変更手

続を適切に行っていることが確認できる上、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付した当時の状況を鮮明に記憶していること、及び申立期間前後

の保険料は納付済みとなっており、申立期間後は、厚生年金保険の被保険者

となるまでの 15 年近くの間、保険料を完納していることを考え併せると、



 

  

申立人が申立期間の保険料を納付していたとして、特段不合理な点はみられ

ない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3393 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年３月 

私は、昭和 48 年５月ごろ、近所の知人と一緒に国民年金の加入手続を行

った。国民年金保険料は、自宅に集金に来た地区の組長に、私が納付して

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ１か月と短期間であり、その前後の期間の国民年金

保険料は納付済みとされており、申立期間の前後を通じて、申立人の住所や

申立人の夫の職業に変更はなく、生活状況に特段大きな変化は認められない

ことから、途中の申立期間の保険料が未納とされているのは不自然である。 

   また、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間中に国民年金保険料

の未納はないことから、保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   さらに、申立人が居住する市では、申立期間当時、集金人制度が存在して

おり、地区の組長が国民年金保険料を集金していたことが確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3394 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年 11 月から７年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年 11月から７年３月まで 

私は、平成３年５月に離婚したことを機に、市役所で国民年金の第３号

被保険者から第１号被保険者への種別変更手続を行い、同時に経済的事情

から免除申請の手続を行った。その後、６年３月から厚生年金保険に加入

し、同年 11 月に会社を退職した際に、市役所で再び国民年金の加入手続及

び免除申請の手続を行ったにもかかわらず、申立期間が申請免除期間とさ

れず、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ５か月と短期間である。 

   また、申立人は、平成６年 11 月に会社を退職した際に、市役所で国民年金

の加入手続及び免除申請の手続を行ったと主張しているところ、申立人の所

持する年金手帳では、当時、国民年金の加入手続が適切に行われていること

が確認できる上、申立期間の前後の国民年金加入期間については、免除申請

の手続が適切に行われていることから、申立人が、申立期間についても免除

申請の手続を行っていたとする主張に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立期間後の国民年金加入期間について、国民年金保険料はすべ

て納付済み又は免除となっており、未納期間は存在しない上、申立人は、種

別変更手続を適切に行うなど、国民年金に対する意識は高かったものと認め

られる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料の納付を免除されていたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3395 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年１月から同年３月までの期間及び同年 10 月から 61 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 60年１月から同年３月まで 

② 昭和 60年 10月から 61年３月まで 

私は、会社退職後しばらくは国民年金に加入していなかったが、親から

国民年金への加入を勧められ、国民年金の任意加入手続を行った。国民年

金保険料については、加入直後から口座振替により納付していたにもかか

わらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立期間はそれぞれ３か月及び６か月と短期

間である。 

   また、申立人は、申立期間以外の国民年金加入期間について、３か月を除

き、国民年金保険料をすべて納付している上、口座振替を利用するなど、保

険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   さらに、申立期間①について、申立期間①の前後の期間の国民年金保険料

は納付済みとされており、その前後を通じて、申立人及びその夫の住所や仕

事に変更はなく、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中の申

立期間①の保険料が未納とされているのは不自然である。 

   加えて、申立期間②について、申立期間②当時、申立人の夫は厚生年金保

険に加入しており、その標準報酬月額から、申立人の国民年金保険料を納付

できる十分な資力があったものと推認できる上、その夫は、「当時、妻（申

立人）から、国民年金保険料については口座振替で未納がないように納付し

ていると聞いていた。」旨証言している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3396 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から同年３月まで 

私は、昭和 51 年６月ごろ市役所で国民年金の加入手続を行った。申立期

間の国民年金保険料は、納付書で、市役所又は金融機関で納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間中に国民年金保険料の未納は

ないことから保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   また、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、

その前後を通じて、申立人の夫の職業に変更はないなど生活状況に大きな変

化は認められないことから、途中のわずか３か月と短期間である申立期間の

保険料が未納とされているのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料は、納付書で納付したと主

張しているところ、申立人は、申立期間の途中で転居しているが、申立期間

当時、転居前及び転居後のいずれの市においても、納付書による保険料の収

納を行っていたことが確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3397 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成６年 11 月から７年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から 48年３月まで 

② 平成６年 11月から７年３月まで 

私は、夫の国民年金保険料を徴収に来ていた集金人から国民年金の加入

を勧められ、市役所で国民年金の加入手続を行った。その際、集金人から

10 年間さかのぼって保険料を納付することができることを聞いたので、市

役所から納付書を送ってもらい、３回から４回に分けて申立期間①の保険

料をさかのぼって納付した。 

また、私は、申立期間②当時、金融機関で夫婦二人分の国民年金保険料

を納付していた。 

私は、申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、申立人の夫の国民年金保険料と一緒に

自身の保険料を納付していたと主張しているところ、その夫は、申立期間

②の保険料が納付済みとされている。 

    また、申立期間②の前後の国民年金保険料は納付済みとされており、そ

の前後を通じて申立人の住所及び夫の仕事に変更はなく、生活状況に大き

な変化は認められないことから、途中の５か月と短期間である申立期間の

保険料が未納とされているのは不自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 48 年３月ごろに国民年金に

加入し、その後、さかのぼって申立期間①の国民年金保険料を納付したと



 

  

述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者におけ

る被保険者資格取得時期からみて、申立人が 51 年１月ごろに国民年金の

加入手続を行ったものと推認できることから、申立内容と合致しない上、

申立人は、申立期間①から国民年金手帳記号番号の払出時期を通じて同一

市内に居住しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた事情

も見当たらない。 

    また、申立人は、国民年金の加入手続を行ったころに、10 年分の未納保

険料を約 10 万円納付したとしており、確かに申立人には、加入手続後に

約 10 万円の保険料を特例納付等によりさかのぼった記録があるが、記録

上は、昭和 51 年１月ごろに加入手続を行い、その後実施された第３回特

例納付等により、48 年４月からの保険料をさかのぼって納付したこととな

っていることから、申立人がさかのぼって納付したのは、同年４月からの

保険料であったと考えるのが自然である。 

    さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成６年 11 月から７年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3398 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年 12 月から 56 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年 12月から 56年１月まで 

私は、時期は思い出せないが結婚を機に会社を辞めた後、国民年金に加

入し国民年金保険料を納付し始めた。何年かして、私の夫も国民年金に加

入し、私が夫婦二人分の保険料を納付することになった。保険料の納付方

法については当初、市役所から発行された納付書を使って、私が銀行か市

役所の窓口で保険料を納付していたが、昭和 56 年 1 月頃に銀行振替の手続

きを行った。しかし、申立期間の保険料が口座から引き落とされなかった

ので、後からもらった納付書を使って、私が銀行で夫婦二人分の保険料を

納付した。 

申立期間において、夫の分の保険料は納付済みとされているのに、私の

保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ２か月と短期間である上、申立期間の前後の国民年

金保険料は納付済みとされており、その前後を通じて申立人の住所及びその

夫の仕事に変更はなく、申立人の生活状況に大きな変化は認められないこと

から、途中の申立期間の保険料が未納とされているのは不自然である。 

   また、申立人は、申立期間における夫婦二人分の国民年金保険料について、

銀行で納付したとしているところ、申立人が所持する申立期間直前の昭和 55

年 11 月までの国民年金保険料の領収書を見ると、夫婦二人分の保険料が同

一日に納付されていることが確認できることから、申立期間の保険料につい

て、夫の分は納付済みとなっているにもかかわらず、申立人のみ未納とされ

ているのは不自然である。 



 

  

   さらに、申立人は、国民年金に加入した後においては、その夫と共に申立

期間を除いて国民年金保険料の未納はない上、前納している期間も見られる

ことから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3399 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 12 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年 12月 

私は、母親と将来のことや年金の話をしたことを機に、昭和 52 年 12 月

に国民年金の任意加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料については、加入手続の際に市役所の窓口で

納付したにもかかわらず、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ１か月と短期間である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 53 年２月に払い出されている

ことが確認でき、申立人は、52 年 12 月に国民年金に任意加入していること

から、任意加入手続を行ったにもかかわらず、その直後の国民年金保険料を

納付しなかったとするのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、

保険料を前納している期間もみられるなど、保険料の納付意欲は高かったも

のと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3400 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 44年３月まで 

② 昭和 54年７月から同年９月まで 

私は、国民年金の集金人に勧められたことをきっかけとして区役所の出

張所で国民年金の加入手続を行った。申立期間①については、同出張所の

窓口の職員から、「過去にさかのぼって国民年金保険料を納付しないと満

額の年金を受け取れない。」と言われたことから、２回に分けて納付書を

作成してもらい、保険料としてそれぞれ約２万 5,000 円を納付した。申立

期間②については、未納が無いように気をつけて納付していたはずであり、

申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②は、３か月と短期間である。 

    また、申立期間②の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとなってお

り、その前後を通じて、申立人の住所等生活状況に特段の変化は認められ

ないことから、途中の申立期間②が未納とされているのは不自然である。 

    さらに、申立人が国民年金に加入した時点では、60 歳まで国民年金保険

料を納付しても年金受給資格を得られないため、当時、申立人は受給権を

満たすために昭和 44 年４月までさかのぼって特例納付及び過年度納付を

行っていることが確認できることから、申立人が 60 歳に到達する前の申

立期間②の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は国民年金の加入手続を行った際、

過去の未納期間分の保険料として約２万 5,000 円を２回納付したと主張し

ているが、この金額は、申立人の国民年金の納付記録によると、特例納付



 

  

及び過年度納付により納付したとされている昭和 44 年４月から 49 年３月

までの保険料額とおおむね一致していることから、申立期間①の保険料を

併せて納付した場合の金額とは大きく相違する。 

    また、申立人は、昭和 44 年４月以降の国民年金保険料について特例納付

制度を利用して納付しているが、申立人がこの時期以降 60 歳まで保険料

をすべて納付すれば申立人の年金受給資格に必要な加入月数である 300 か

月を確保できる期間であることから、申立人は、申立期間①直後の同年４

月以降の保険料について納付したものと考えるのが自然である。 

    さらに、申立人は、申立期間を通じて同一地域に居住しており、申立人

に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえない。 

    加えて、申立期間①について、国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54 年７月から同年９月までの期間の国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3401 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 11 月から 45 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月から 45年６月まで 

私は、結婚前に国民年金に加入したものの、国民年金保険料を一部しか

納付していなかった。結婚に伴い、昭和 45 年 11 月に転居した際に、市役

所で結婚前の未納となっていた保険料について相談したところ、今ならさ

かのぼって納付できると示され、納付書を発行してもらった。夫に相談の

上、数日後、未納期間の保険料をまとめて市役所で納付したにもかかわら

ず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年 11 月に転居した市において、申立期間の国民年金保

険料の納付書の発行を受け、数日後、まとめて市役所で納付したと主張して

いるところ、申立人が申立期間の保険料を納付したとする時期は、第１回特

例納付が実施されていた時期であるとともに、申立期間は強制加入期間とな

っていること、及び申立人の夫は保険料納付場所は市役所か金融機関であっ

た旨証言していることから、申立期間の保険料を特例納付等により納付する

ことは可能であり、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人が納付したとしている国民年金保険料額は、申立期間につい

て実際に特例納付、過年度納付及び現年度納付した場合の額を合算した額と

おおむね一致している上、申立人の夫は、「妻（申立人）が、結婚前に納め

ていなかった保険料について、市役所又は金融機関でまとめて納付してきた

ことを憶え
おぼ

ている。」旨を証言している。 

   さらに、申立人は、申立期間後においても国民年金に加入し、国民年金保

険料をすべて納付していることから、保険料の納付意欲が高かったものと認



 

  

められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3402 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 45年３月まで 

私は、国民年金制度発足当時に市職員に勧められ、妻とともに国民年金

の加入手続を行った。国民年金保険料については、加入当初は市職員に納

付し、その後は集金人や農協を通じて納付していたにもかかわらず、申立

期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 12か月と短期間である。 

   また、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、

その前後を通じて、申立人の住所や仕事に変更はなく、生活状況に大きな変

化は認められないことから、途中の申立期間の保険料が未納とされているの

は不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間以外の国民年金保険料をすべて納付している

ことから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3403 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から 52 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 52年９月まで 

私は、昭和 55 年１月ごろに長女と一緒に市役所で国民年金の加入手続を

行った。加入手続後しばらくして、36 年４月の国民年金制度発足時までさ

かのぼってまとめて国民年金保険料を納付したにもかかわらず、申立期間

の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年１月ごろに申立人の長女と一緒に国民年金の加入手続

を行い、その後しばらくして、国民年金制度発足時までさかのぼってまとめ

て国民年金保険料を納付したと主張しているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号は 54 年 12 月に払い出されていることが確認できる上、申立人が保

険料を納付したとする時期は、第３回特例納付が実施されていた時期である

とともに、申立人のオンライン記録では、36 年４月から国民年金の強制加入

期間とされていることから、申立期間の保険料を特例納付により納付するこ

とは可能であった。 

   また、申立人が納付したとする国民年金保険料額は、申立期間を含めた期

間について実際に特例納付及び過年度納付した場合の金額とおおむね一致し

ている上、申立人の長女は、「当時、母親(申立人)と一緒に市役所で国民年

金の加入手続を行い、後日、母親から未納となっていた期間の保険料をまと

めて納付したと聞いた。」旨証言している。 

   さらに、申立人は、申立期間以外の国民年金保険料をすべて納付している

上、保険料を前納している期間もみられるなど、保険料の納付意欲は高かっ

たものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2363 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 24 年５月１日から 27 年３月 12 日までの期間に

ついて、事業主は、申立人が 24 年５月１日に厚生年金保険の被保険者資

格を取得し、27 年３月 12 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険被

保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年８月８日から 27 年３月 12 日まで 

    私は、大学１年生の時に、Ａ地にあったＢ施設にＣ職として採用され、

昭和 27 年３月に退職するまで継続して勤務していた。採用後、Ｃ職の

総括をしていた方から年金番号が書かれた書類をいただき、大事に保管

するように言われたのを記憶しているため、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ施設の労務管理を行っていたＤ事務所（申立期間当時は、Ｅ渉外労務

管理事務所）が保管している連合国軍関係常用使用人登録票により、申立

人が、昭和 22 年８月８日から 27 年３月 11 日まで、Ｃ職として勤務して

いたことが確認できる。 

   また、Ｅ渉外労務管理事務所Ｆ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、申立人と同姓同名であるが、名の漢字が１字違う者

（以下、「Ｇ氏」という。）の昭和 24 年５月１日から 27 年３月 12 日ま

での期間の被保険者記録が確認でき、その資格喪失日は、申立人の当該事

業所における退職日と符合する。 

   さらに、Ｅ渉外労務管理事務所に係る厚生年金保険被保険者名の索引簿

において、Ｇ氏以外に申立人と同姓同名の者は見当たらず、上記の健康保



  

険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人と同じ通訳者である同僚の被保

険者記録も確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、Ｇ氏の記録は申立人の記録であったと考

えられ、事業主は、申立人が当該事業所において昭和 24 年５月１日に被

保険者資格を取得し、27 年３月 12 日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿の記録から 8,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 22 年８月８日から 24 年４月１日までの期

間については、駐留軍従業員に対する社会保険の適用は、厚生省保険局長

通知「進駐軍労務者に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用に関す

る件」（昭和 23 年 12 月１日保発第 92 号）により、おおむね 24 年１月１

日を期に被保険者資格を取得させるとされている上、オンライン記録によ

ると、Ｅ渉外労務管理事務所は同年４月１日から厚生年金保険の適用事業

所となっているため、申立人が同日より前に当該事業所の従業員として、

厚生年金保険の被保険者となることはできない。 

   また、昭和 24 年４月１日から同年５月１日までについて、申立人は、

当該期間に係る給与明細書等の資料を保持しておらず、Ｄ事務所も、申立

期間当時の関係資料（賃金台帳、源泉徴収簿等）は保存期間の経過により

廃棄しており、申立人の申立期間に係る給与からの厚生年金保険料の控除

について確認はできない。 

   さらに、上記の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、申立人

が、採用時期が同じころであるとする上記の同僚の資格取得日も昭和 24

年５月１日であることが確認できる。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち、昭和 22 年８月８

日から 24 年５月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2364 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日

に係る記録を平成４年９月 30 日に、資格喪失日に係る記録を６年５月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 53 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月 30 日から６年５月１日まで 

    厚生年金保険の期間照会をしたところ、Ａ社に勤務していたときの記

録が見当たらないとの回答だった。同社のグループ企業であるＢ社から

Ａ社に異動しただけであり、勤務していたことは間違いないので、申立

期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元代表取締役及び同僚の供述等から、申立人が申立期間において

同社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人が所持する平成６年１月分の給与明細書では、厚生年金保

険料が控除されていることが確認できる。 

   さらに、申立人と同様にＡ社のグループ企業であるＢ社が厚生年金保険

の適用事業所でなくなるまで同社に在籍し、Ａ社に引き続き勤務していた

同僚２人及び申立人の後任者は、申立期間に同社における厚生年金保険の

被保険者としての記録が存在する。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、Ａ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記の給与明細書の保険料

控除額から、53 万円とすることが妥当である。 



  

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立

人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後健康保険厚

生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を提出す

る機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所

（当時）が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難

いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2365 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 29 年１月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められる

ことから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については 8,000 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年 11 月 21 日から 29 年１月１日まで 

    私は、昭和 19 年３月 21 日にＡ社Ｂ事業所に入社し、21 年 11 月 15

日に同社Ｃ事業所に転勤し、29 年１月１日に同社のグループ会社であ

るＤ社Ｅ事業所に転勤し、62 年９月末日まで継続して勤務した。 

    しかし、社会保険庁（当時）の記録では、昭和 28 年 11 月 21 日から

29 年１月１日までの期間が被保険者期間となっていない。 

    申立期間の給与明細書と永年勤続表彰状を提出するので、厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び永年勤続表彰状により、申立人が申立期間に申立て

に係るグループ会社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人が所持していた給与明細書により、申立人が申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認でき

る。 

   さらに、Ａ社Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人の資格喪失日は昭和 28 年 11 月 21 日と記載されているところ、

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳)において、申立人の当該

事業所における被保険者資格喪失日は 29 年１月１日と記載されている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 29 年１月１日に被保険者



  

資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが

認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の被保険者台帳の記録

から、8,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2366 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 42 年 12 月１日に、資格喪失日に係る記録を 43 年３月 21 日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 12 月１日から 43 年３月 21 日まで 

    昭和 42 年 12 月から 43 年３月までの厚生年金保険加入期間について

照会したところ、申立期間について、厚生年金保険に加入していた事実

が無い旨の回答を社会保険事務所（当時）からもらった。しかし、私は

42 年夏ごろに新聞広告を見て応募し、入社試験を受け、同年 12 月にＡ

社に入社し、43 年３月 21 日まで勤務をしていたので申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の後に勤務したＢ社が保管する履歴書から、申立人が

申立期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

   また、同僚のＣ氏は申立人と同様に社員募集の新聞広告を見て入社した

としているところ、厚生年金保険の加入が条件として記載されていたと述

べており、その記憶する入社時からＡ社における被保険者となっている。 

   さらに、同僚の一人は「私は、Ａ社にパートとして勤務していたが、厚

生年金保険に加入していた。同社には試用期間は無かった。」と述べてお

り、他の同僚の多数も試用期間は無かったと供述している上、申立人が記

憶する当時の従業員数と被保険者数がほぼ一致することから、当時、同社

においては、ほぼすべての従業員が入社と同時に厚生年金保険に加入して



  

いたと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 42 年 12 月１日に資格

取得した申立人と同年代の同僚の標準報酬月額から、３万 6,000 円とする

のが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主の所在が不明であることから、照会することはできないが、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、そ

の後被保険者資格の喪失届も提出されていると思われるところ、いずれの

機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常

の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格

の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る昭和 42 年 12 月から 43 年２月までの保険料について納付の告知

を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2367 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 61 年１月 16 日から同年３月 26 日までの期間に

ついて、Ａ社の事業主は、申立人が同年１月 16 日に厚生年金保険被保険

者の資格を取得し、同年３月 26 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人に係る

厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、11 万 8,000 円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年２月１日から 61 年４月１日まで 

    私は、昭和 60 年ごろ、Ｂ地区のＣビル内のＤ店（Ａ社の直営店）で、

氏名をＥと名乗り、働いていた。退職する際、上司からオレンジ色の年

金手帳をもらった記憶があり、厚生年金保険に加入していたのは確かな

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「一身上の都合により、申立期間に勤務していたＤ店では、

Ｅと名乗っていた。」と述べており、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、申立人と同じ生年月日でＥという氏名の、昭和 61

年１月 16 日から同年３月 26 日までの期間の基礎年金番号に未統合の厚生

年金保険被保険者記録が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の被保険者

記録であり、Ａ社の事業主は、申立人が昭和 61 年１月 16 日に被保険者資

格を取得し、同年３月 26 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者記録から、

11 万 8,000 円とすることが妥当である。 



  

   一方、申立期間のうち、昭和 60 年２月１日から 61 年１月 16 日までの

期間については、上司及び同僚の証言から、申立人が当該期間、Ａ社に勤

務していたことは推認できるものの、同年３月 26 日から同年４月１日ま

での期間については、申立人の記憶もあいまいである。 

   また、業務内容及び勤務形態が同一であったとしている複数の同僚は、

厚生年金保険被保険者資格を申立人と同日に取得しているが、資格取得日

以前から当該事業所に勤務していたとしていることから、Ａ社は当時、す

べての従業員に対して入社と同時には厚生年金保険の加入手続を行ってい

なかったことがうかがえる。 

   このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことをうかがえる給与明細書等の関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、昭和 60 年２月１日から 61 年１

月 16 日までの期間及び同年３月 26 日から同年４月１日までの期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2368 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失

日に係る記録を昭和 49 年８月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年７月 26 日から同年８月 26 日まで 

    私は、Ａ社に昭和 42 年４月１日に入社し、63 年 12 月 22 日に退職す

るまで一貫して勤務していた。しかし、オンライン記録では同社Ｂ支店

で 49 年７月 26 日に資格を喪失し、同社本社で同年８月 26 日に資格を

取得しており、申立期間が被保険者期間となっていない。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の人事記録及び雇用保険の加入記録から判

断すると、申立人は申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和 49 年８月 26

日に同社Ｂ支店から同社本社に転勤）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る昭和 49 年６月の社会保険事務所（当時）の記録及び同年７月の厚生年

金基金の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、納付したか不明としているが、Ａ社の保管する健康保険厚生年

金保険被保険者資格喪失確認通知書により、申立人の同社Ｂ支店での資格

喪失日が昭和 49 年７月 26 日と記載されていることが確認できることから、

事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申



  

立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2369 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 63 年 10 月 25 日に厚生年金保険被保険者の資

格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められ

ることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録

を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、14 万 2,000 円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年 10 月 25 日から同年 11 月１日まで 

    私の厚生年金保険の加入記録を確認した際に、Ａ社が加入していたＢ

厚生年金基金の加入日は、昭和 63 年 10 月 25 日とされているにもかか

わらず、オンライン記録では同社の厚生年金保険資格取得日が同年 11

月１日とされていることが分かった。調査の上、申立期間を被保険者期

間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していた

ことが認められる。 

   また、Ｂ厚生年金基金が保管する申立人の厚生年金基金加入員資格取得

届には、申立人の厚生年金基金の被保険者資格取得日は昭和 63 年 10 月

25 日と記載されている。 

   さらに、上記の厚生年金基金加入員資格取得届から、当該届の様式は厚

生年金保険と複写式の様式であったことがうかがえる上、Ｂ厚生年金基金

に照会したところ、「申立期間当時、厚生年金基金加入員資格取得届は複

写式の届出様式を使用していた。」と回答があった。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

事業主は、申立人が昭和 63 年 10 月 25 日にＡ社における厚生年金保険被

保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められ



  

る。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 63 年 10 月の厚生年金

基金の記録から、14 万 2,000 円とすることが必要である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2370 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 48 年 11 月 16 日に、資格喪失日に係る記録を 49 年３月 26

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 4,000 円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 11 月 16 日から 49 年３月 26 日まで 

    私は、昭和 48 年 11 月 16 日にＡ社に採用され、講習を受講後にＢ県

Ｃ市にあった同社本社で、49 年３月 25 日に退社するまで勤務した。 

    講習受講時の集合写真や講習の資料等を所持しているので、当該期間

について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が写っているＡ社入社後に行われた講習時の集合写真、同僚が保

管していた同一の集合写真及び同期会名簿から、申立人が申立期間に同

社に勤務していたことが確認できる。 

   また、同僚が保管していた同期会名簿に名前が記載されている 19 名中

申立人を除く 18 名は、厚生年金保険の加入記録から、入社と同時に厚生

年金保険に加入していることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、当該事業所に同期入社で、

講習を一緒に受講し、生年月日が近い同僚（昭和 23 年生）の昭和 48 年

11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万 4,000 円とすることが

妥当である。 



  

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は保険料を納付したか否かについて不明としているが、仮に、事

業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、そ

の後健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格

の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会において

も社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理

では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 48 年 11 月から 49 年２月までの保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2371 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は、平成６年 12 月 21 日であると認め

られることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係

る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、平成４年 12 月から６年 10

月までは 53 万円、６年 11 月は 59 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 12 月 31 日から６年 12 月 21 日まで 

    オンライン記録では、私のＡ社での被保険者資格の喪失日が平成４年

12 月 31 日になっているが、申立期間も継続して勤務していた。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人のＡ社における被保険者資格の喪失日

は平成４年 12 月 31 日となっているものの、当該喪失処理は、同社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成６年 12 月 21 日。以下、

「全喪日」という。）の後の平成７年１月 12 日になされている上、同日

に５年７月の標準報酬月額の随時改定、同年 10 月の定時決定、６年７月

の随時改定及び同年 10 月の定時決定が取り消されていることが確認でき、

社会保険事務所（当時）において、このような処理を行う合理的な理由

は見当たらない。 

   一方、商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、Ａ社の取締役で

あったことが確認できるところ、申立人は、「私の担当業務は経理であ

った。社会保険関係の事務は労務管理事務所に委託しており、私は、社

会保険労務士との連絡窓口をしていた。」と供述していることなどから、

申立人がこれらの処理に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格喪失日に係る

記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、同社の全喪



  

日である平成６年 12 月 21 日であると認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、当該喪失処理前のオンライ

ン記録から、平成４年 12 月から６年 10 月までは 53 万円、６年 11 月は

59 万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2372 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年６月 24 日から同年 12 月１日ま

での期間について、第３種被保険者として厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＢ社におけ

る資格取得日に係る記録を 40 年６月 24 日に、資格喪失日に係る記録を同

年 12 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を、昭和 40 年６月から同

年９月までは２万円、40 年 10 月及び同年 11 月は２万 2,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年６月 24 日から 41 年６月 30 日まで 

    申立期間当時、Ａ社の下請企業であったＢ社で、炭鉱の先端部を掘り

進む仕事に就いていた。当時、三交代制の勤務だったところ、私はいつ

も同じメンバーと４人一組で仕事をしていた。ほかの３人に聞いてもら

えば、私が勤務していたことが分かるはずだ。 

    現在の年金記録にＢ社で働いていた期間が無いが、私が同社で働いた

ことは事実なので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言、申立人のＢ社で一緒に仕事をしていた同僚及び業務内容に

関する記憶から、申立人が申立期間のうち、昭和 40 年６月 24 日から同年

12 月１日までの期間に同社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、申立人は、常時４人一組で同じ業務に従事していたとするところ、

申立人以外の３人には厚生年金保険の第３種被保険者として申立期間にお

ける被保険者記録が存在する。 

   さらに、申立期間当時の労務担当者は、「当時、Ｂ社では坑内員も皆入

社後すぐ厚生年金保険に加入していた。」と述べている上、当該労務担当



  

者が供述した当時の当該事業所の坑内員数と記録上の坑内員である厚生年

金保険被保険者数がおおむね一致するため、当時、当該事業所においては、

ほぼすべての坑内員が厚生年金保険に加入していたと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年

６月 24 日から同年 12 月１日までの期間について、第３種被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、同一の業務に従事していた

同僚の当該期間に係る標準報酬月額から、昭和 40 年６月から同年９月ま

では２万円、40 年 10 月及び同年 11 月は２万 2,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、既にＢ社は事業を廃止し、事業主に確認することが

できないが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出

された場合には、その後健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎

届や被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれ

の機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しておらず、

これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事

務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 40 年６月から同年 11 月までの保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 40 年 12 月１日から 41 年６月 30 日までの

期間については、Ｂ社は 40 年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっている。 

   また、Ｂ社の当時の事業主の所在が確認できない上、前述の労務担当者

も昭和 40 年 12 月１日以前に同社を退職しており、申立人が 41 年５月ご

ろ同社を退職した時点で、まだ在籍していたはずだとする複数の同僚も死

亡又は連絡先が不明であることから供述が得られず、申立人の同年 12 月

１日以降の勤務実態及び厚生年金保険料の給与からの控除について確認す

ることができない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち昭和 40 年 12 月１

日から 41 年６月 30 日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2373 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 62 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 15 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

    昭和 59 年２月１日からＢ社（昭和 60 年７月にＡ社に商号変更）に勤

務し、62 年９月 30 日付けで退職した。社会保険庁（当時）の記録では、

同日がＡ社の厚生年金保険の資格喪失日とされ、申立期間が被保険者期

間となっていない。退職月は、給与から厚生年金保険料が２か月分控除

されていたはずなので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＣ社の保管する人事記録から、申立人が申立期

間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

   また、Ｃ社に照会したところ、「当時の資料が保管されていないので確

認できないが、現在は月末日の離職の場合は最後の給与から２か月分の厚

生年金保険料を控除しているため、申立期間当時も、現行と同じ取扱いを

していたと思われる。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

62 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、15 万円とすることが妥

当である。 



  

   なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載を誤

ったと回答している上、事業主が資格喪失日を昭和 62 年 10 月１日と届け

出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月 30 日と誤って記

録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納

入告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2374 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 62 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 30 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

    昭和 58 年４月１日からＢ社（60 年７月にＡ社に商号変更）に勤務し、

62 年 10 月 31 日付けで退職した。社会保険庁（当時）の記録では、同

日が同社の厚生年金保険の資格喪失日とされ、申立期間が被保険者期間

となっていない。退職月は、給与から厚生年金保険料が２か月分控除さ

れていたはずなので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＣ社の保管する人事記録から、申立人が申立期

間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

   また、Ｃ社に照会したところ、「当時の資料が保管されていないので確

認できないが、現在は月末日の離職の場合は最後の給与から２か月分の厚

生年金保険料を控除しているため、申立期間当時も、現行と同じ取扱いを

していたと思われる。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

62 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、30 万円とすることが妥

当である。 



  

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載を誤ったと回答

している上、事業主が資格喪失日を昭和 62 年 11 月１日と届け出たにもか

かわらず、社会保険事務所がこれを同年 10 月 31 日と誤って記録すること

は考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2375 

 

第１ 委員会の結論 

   Ａ社Ｂ工場の事業主は、申立人が昭和 30 年８月 19 日に厚生年金保険被

保険者の資格を取得し、32 年 10 月 10 日に同資格を喪失した旨の届出を

社会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 30 年８月から 31 年７

月までは 9,000 円、31 年８月から 32 年９月までは１万 2,000 円、32 年

10 月は１万 4,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年８月 19 日から 32 年 10 月 10 日まで 

    夫は昭和 30 年８月にＡ社に就職し、Ｂ工場配属となった。 

    社会保険庁（当時）の記録では、Ａ社Ｃ工場に異動となるまでの同社

Ｂ工場に勤務していた期間が被保険者期間となっていない。確かに、こ

の期間は同社Ｂ工場に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保

険者として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

と同姓同名で、生年月日及び厚生年金保険被保険者番号が同じ者が昭和

30 年８月 19 日に資格を取得し、32 年 10 月 10 日に資格を喪失しているこ

とが確認できる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、上記の記録は申立人の記録であり、

申立人が昭和 30 年８月 19 日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、32

年 10 月 10 日に被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務

所に行ったことが認められる。 



  

   なお、申立期間の標準報酬月額については、当該被保険者記録により、

昭和 30 年８月から 31 年７月までは 9,000 円、31 年８月から 32 年９月ま

では１万 2,000 円、32 年 10 月は１万 4,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2376 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 43 年３月 15 日に厚生年金保険被保険

者の資格を取得し、44 年３月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人のＡ社

における厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、６万円とすることが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月 15 日から 44 年３月１日まで 

    私は、申立期間にはＡ社に勤務していたが、オンライン記録では申立

期間が被保険者期間となっていないので、調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する人事管理台帳及び雇用保険の記録から、申立人が申立期

間に同社に勤務していたことが認められる。 

   一方、オンライン記録によると、申立人の申立期間におけるＡ社の被保

険者記録が無い。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人と同姓同名で生年月日が一致している者が、昭和 43 年３月

15 日に資格を取得し、44 年３月１日に資格を喪失していることが確認で

きる。 

   また、上記の被保険者の被保険者番号は申立人の基礎年金番号と同一で

あることから、当該記録は申立人の被保険者記録であると認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 43 年３月 15 日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得し、44 年３月１日に同資格を喪失した旨の届

出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、６万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2377 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は、平成５年４月１日であると認めら

れることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、19 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年２月 26 日から同年４月１日まで 

    私は、平成５年１月にＡ社に入社し、同年 12 月に退職するまで、同

社Ｂ部で勤務した。しかし、申立期間が厚生年金保険被保険者期間に

なっていない。この間も給料から厚生年金保険料は控除されていたは

ずであり、調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人は申立期間において、Ａ社に継続して

勤務していたことが認められる。 

   一方、Ａ社は、平成５年２月 28 日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなり、その直後である同年４月１日に再度、厚生年金保険の適用事業所

となっているが、その前後の同社の事業主及び所在地は同一であり、申立

人を含む同年２月 26 日に資格を喪失した従業員のほぼ全員が同年４月１

日に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることがオンライン記録で

確認できる上、商業法人登記簿上においても解散の形跡は無いことを踏ま

えると、申立期間において同社は適用事業所としての要件を満たしていた

と認められ、社会保険事務所（当時）において適用事業所ではなくなった

とする旨の処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   また、オンライン記録によると、申立人が平成５年２月 26 日に資格を

喪失し、同年４月１日に資格を取得していることが確認できるところ、そ

の資格喪失の処理が、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日以



  

降の同年３月 29 日付けで遡及
そきゅう

して行われている上、そのわずか８日後の

同年４月６日に資格取得の処理が行われていることが確認できるが、事業

所及び従業員の勤務の継続を踏まえると、かかる事務処理は不自然である。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成５年２月 26 日に

資格を喪失した旨及びＡ社が適用事業所でなくなったとする処理を行う合

理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないこ

とから、申立人の同社における資格喪失日は同年４月１日であると認めら

れる。 

   なお、申立期間に係る標準報酬月額については、平成５年１月のオンラ

イン記録から、19 万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2378 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 28 年１月 28 日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、29 年７月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険

被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28 年２月から 29 年４

月までは 8,000 円、29 年５月及び同年６月は１万 8,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年２月５日から 29 年７月１日まで 

    昭和 26 年 12 月３日から 29 年６月 30 日までの期間、Ａ社Ｂ工場に勤

務し、同年７月１日からＣ社Ｄ工場に勤務したが、Ａ社Ｂ工場に勤務し

た期間のうち、28 年２月５日から 29 年７月１日までの期間の厚生年金

保険被保険者の記録が無い。記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社Ｂ工場に勤務した期間のうち、昭和 28 年２月５日から

29 年７月１日までの期間の厚生年金保険被保険者の記録が無い旨を申し

立てているところ、同社の後に勤務したＥ社Ｆ工場（昭和 29 年７月１日、

Ｅ社Ｄ工場に移転、31 年４月、Ｃ社Ｄ工場に社名変更）の健康保険厚生

年金保険事業所別被保険者名簿を確認したところ、生年月日が同一で、氏

名の一字が相違している者が、28 年１月 28 日に資格を取得し、29 年７月

１日に同資格を喪失していることが確認できる。 

   また、上記の被保険者記録における厚生年金保険被保険者番号は、申立

人の基礎年金番号と同一であることから、当該記録は申立人の被保険者記

録であると認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 28 年１月 28 日



  

に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、29 年７月１日に同資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、昭和 28 年２月から 29 年４月までは 8,000 円、29 年５月及び同年６

月は１万 8,000 円とすることが妥当である。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2379 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）Ｂ事業

所における資格取得日に係る記録を昭和 48 年５月 18 日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては明らかでないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年５月 18 日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 48 年４月２日にＡ社に入社し、平成 21 年６月末に退職す

るまで継続して勤務した。しかし、昭和 48 年５月 18 日から同年６月１

日までの期間が、厚生年金保険の被保険者となっていない。私は、同年

５月 18 日まで本社で研修を受け、同日付けで同社Ｂ事業所へ異動して

いるので、当該期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、事業所の人事記録及び厚生年金基金の記録から判

断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 48 年５月 18 日に同社本

社から同社Ｂ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 48 年６月の社会保険事務所（当時）の記録及び同年５月の厚生

年金基金の記録から、６万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事業が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2380 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 23 年７月 10 日に厚生年金保険被保険者の資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認めら

れることから、申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、600 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年７月 10 日から 23 年７月９日まで 

    私は、昭和 21 年 10 月 17 日から 23 年７月 10 日までＡ事業所に勤務

した。同事業所には妻と共に勤務し、結婚を契機に二人とも 23 年７月

に退職した。 

    しかし、社会保険庁（当時）の記録では、妻のみ厚生年金保険被保険

者の資格喪失日が昭和 23 年７月となっており、私の記録は 22 年７月と

なっていることから、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ事業所における被保険者資格喪失

日は昭和 22 年７月 10 日となっている。 

   しかし、社会保険事務所が保管するＡ事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿において、申立人について、申立期間中である昭和 23 年

１月１日に標準報酬月額の改定が記載されており、被保険者資格喪失日は

同年７月 10 日となっていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主が、申立人の主張する昭和 23 年

７月 10 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失した旨の届出を社会保険

事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、600 円とすることが妥当である。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3404 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年６月から 63 年３月までの期間及び同年 11 月から平成５

年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 62年６月から 63年３月まで 

② 昭和 63年 11月から平成５年６月まで 

申立期間①について、社会保険事務所（当時）で国民年金の記録を調べ

てもらった際に、この期間の国民年金保険料は納付済みだと言われた。昭

和 62 年６月に会社を退職した後においては、国民年金に加入の上、保険料

を納付していたはずである。 

申立期間②について、私は、昭和 63 年 11 月に会社を退職後、しばらく

国民年金の再加入手続を行っていなかったが、時期の記憶は定かではない

が、再加入手続後に未納となっていた保険料をさかのぼって納付する納付

書が送られてきた。 

一括では大変だったので、納付書を分割してもらい、この納付書で保険

料を納付した。 

申立期間①が未加入とされ、国民年金保険料を納付していないとされて

いること及び申立期間②の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、同期間の加入手続や保険料の納付方法

などについての記憶が必ずしも定かでないため、国民年金の加入手続及び

保険料の納付状況が不明である。 

    また、申立人の所持する年金手帳及び申立期間当時に申立人が居住して

いた区の被保険者名簿においても、申立人が申立期間に国民年金被保険者

資格を取得したことをうかがわせる記載が全くないことを考えあわせると、



 

  

申立期間①については、未加入期間であり、保険料を納付できなかったと

考えるのが自然である。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、昭和 63 年 11 月に会社を退職後、時期

は定かではないが、国民年金の再加入手続を行い、さかのぼって保険料を

納付したと主張しているが、申立人が国民年金への再加入手続を行ったの

は、申立人が当時居住していた区の被保険者名簿の記載から、平成７年８

月 15 日であることが確認でき、この時点で申立期間の保険料は、時効に

より納付することができない。 

    また、申立人は、再加入手続後において、さかのぼって保険料を分割納

付したと主張しているが、平成５年７月から７年３月までの保険料につい

て、同年８月から８年 10 月までにかけて分割の上、過年度納付しており、

申立人がさかのぼって納付したとする期間の保険料は、当該期間であった

と考えるのが自然である。 

 

  ３ 申立期間①及び②について、同一区内に居住していた申立人に対して別

の国民年金手帳記号番号が付与された形跡は見当たらない。 

    また、申立人が、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3405 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

私は、昭和 35 年＊月に出産した長男の国民健康保険への加入と同時期の

36年ごろに区役所で国民年金の加入手続を行った。 

自宅に来た集金人に、昭和 36 年４月以降の数か月分の国民年金保険料を

まとめて納付し、その後は、３か月ごとに保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年ごろに区役所で国民年金の加入手続を行ったと主張し

ているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の被保険者資

格取得日からみて、申立人の国民年金の加入手続は 39 年 12 月に行われたと

推認でき、その時点では、申立期間の半分は時効により国民年金保険料を納

付することができない期間であり、申立人は継続して同一区内に居住してお

り、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を集金人に納付していたと主

張しているところ、申立人が居住する区では、昭和 37 年７月に集金人制度

が開始されたことが確認できることから、申立人がそれより前の期間の保険

料を集金人に納付していたとは考えがたい。 

   さらに、申立人が、まとめて納付したとする金額や３か月ごとに納付した

とする金額は、当時の国民年金保険料額と大きく相違している。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3406 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

私は、昭和 42 年春に家を建てた際に町役場に行く機会があったので、そ

の時に国民年金の加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料は、国民年金の加入手続を行った際に町役場

の職員に、「昭和 36 年４月までさかのぼって納付すれば、将来、得をす

る。」と言われたので、その直後に町役場で一度にまとめて納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 42 年春に家を建てた際に町役場に行く機会があったので、

その時に国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の任意加入者の被保険者資格取得日からみて、申立人の

国民年金の加入手続は 44 年１月から２月ごろに行われたと推認でき、その

時点では、申立期間の大半は時効により国民年金保険料を納付することがで

きない期間である上、申立人が納付したとする 42 年春の時点においても、

申立期間の過半は時効により国民年金保険料を納付することができない期間

である。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続を行った直後に、国民年金保険料を

一度にまとめて納付したと主張しているところ、申立人は、昭和 42 年度の

保険料を昭和 44 年３月に過年度納付していることが、申立人の特殊台帳か

ら確認できることから、申立人が一度にまとめて納付したのは、この期間の

保険料であると考えるのが自然である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



 

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3407 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年９月から平成元年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年９月から平成元年３月まで 

私は、昭和 51 年７月に会社を退職した後、初めて国民年金に加入した。

その後、二度ほど厚生年金保険に加入し、58 年９月に自営業を開始するた

めに会社を退職し、再び国民年金に加入した。その時の手続の詳細につい

ては思い出すことができないが、国民年金保険料については、毎月市役所

から届くようになった納付書により銀行で納付していた。申立期間当時の

保険料額については思い出すことができないが、自分自身の性格から、58

年９月から平成５年９月までの国民年金加入期間の途中から保険料の納付

を開始したとは考えにくく、申立期間の保険料が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年９月に自営業を開始するために会社を退職し国民年金

の再加入手続を行い、その後市役所から発行された納付書により毎月保険料

を納付したと主張しているが、申立人は再加入手続及び納付した保険料額等

について明確に記憶していないことから、再加入手続の状況及び保険料の納

付状況が不明である。 

   また、申立人の特殊台帳からは、申立人は昭和 51 年７月に初めて国民年金

に加入した後、継続して国民年金の被保険者として管理されていたことがう

かがえ、58年９月に再加入したことをうかがわせる形跡が見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間当時居住していた市における国民年金保険料収

納状況一覧表の昭和 63 年度分の処理月をみると、他の被保険者の処理月が

一律に昭和 62 年 11 月である中で、申立人のみ平成元年２月となっているこ

とから、申立人が同年同月ごろに何らかの手続を行ったと考えても不合理で



 

  

はなく、申立人は、保険料をまとめてさかのぼって納付した記憶はないと述

べていることから、当該手続直後の同年４月から保険料の納付を開始したも

のと考えるのが自然である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3408 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年９月から 41 年３月までの期間、44 年 11 月から 45 年３

月までの期間及び 46 年１月から 48 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 38年９月から 41年３月まで 

② 昭和 44年 11月から 45年３月まで 

③ 昭和 46年１月から 48年３月まで 

私は、昭和 38 年９月に一緒に事務所を始めた上司から、厚生年金保険の

適用事業所の事務所ではないと説明を受けたため、前妻が、区役所で、私

の国民年金の加入手続を行ったと思う。国民年金保険料は、前妻が、納付

していたはずである。私が転職した際にも、前妻が、私の国民年金への切

替手続を行い、保険料を納付していたはずであり、申立期間が未加入又は

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の前妻が、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付していたはずであると主張しているが、申立人自身は、国民

年金の加入手続等に直接関与しておらず、申立人の加入手続等を行ったとす

るその前妻は既に他界していることから、申立期間①、②及び③当時の国民

年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人は、昭和 38 年９月に、申立人の前妻が、申立人の国民年金の

加入手続を行ったと思うと主張しているところ、申立人及び申立人の前妻の

国民年金手帳記号番号は連番で払い出されており、その前後の番号の任意加

入者の被保険者資格取得日から、申立人及び申立人の前妻の国民年金の加入

手続は、45 年５月ごろに行われたものと推認できる上、申立人の前妻の申立

期間①、②及び③は、未加入又は未納とされている。 

   さらに、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していた



 

  

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①、

②及び③の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3409 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 10 月から平成元年２月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年 10月から平成元年２月まで 

私は、昭和 50 年 10 月ごろ、当時住んでいた市において、友人に勧めら

れ国民年金の任意加入の手続を行った。その後転居した市においても、同

様に国民年金保険料を納付してきた。 

60 歳になった昭和 60 年＊月ごろ、保険料の納付を行った際に市役所の

職員から、継続して 65 歳まで国民年金に任意加入できることを聞いたので、

その場で加入手続を行った。 

60 歳以降において欠かさず保険料を納付してきたにもかかわらず、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、60 歳に到達した昭和 60 年＊月ごろに、国民年金の任意加入の

手続きを行ったと主張しているが、60 歳以上の者が任意加入することができ

るようになったのは、61 年４月からであることから、申立期間のうち、60

年 10 月から 61 年３月までの期間については、申立人は制度上国民年金に加

入することができなかったことから、申立内容は不自然である。 

   また、60 歳以降の任意加入に係る被保険者資格取得日については、加入を

申し出た日とされているところ、オンライン記録上、申立人は、平成元年３

月 15 日に加入を申し出たこととされているとともに、同年２月には、申立

人の年金手帳が再発行された後、同年３月に結婚前の厚生年金保険加入期間

が統合されていることを考え合わせると、申立人は、同年３月 15 日に加入

を申し出たと考えるのが自然であり、申立期間のうち昭和 61 年４月から平

成元年２月までの期間については未加入期間であり、保険料を納付すること

ができなかったものと認められる。 



 

  

   さらに、申立人が 60 歳到達以降平成元年２月までに任意加入手続を行って

いたこと、及び同一市内に住んでいた申立人に別の年金手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる形跡も認められない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3410 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年７月から同年９月まで 

私は、昭和 62 年７月に会社を退職後、当時居住していた市役所で国民年

金の加入手続を行った。国民年金保険料については、納付書が自宅に届く

ようになったので、自宅近くの郵便局や金融機関等で納付書どおりに納付

していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 62 年７月に会社を退職した後に国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料については、納付書により自宅近くの郵便局や金融機関等で

納付していたと主張しているが、申立人は、申立期間の保険料の具体的な納

付場所、納付金額等の記憶が曖昧
あいまい

であることから、保険料の納付状況が不明

である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の資格取得日から、平成元年 12 月

から２年１月までの間と推認できる上、申立期間直後の昭和 62 年 10 月から

平成元年３月までの国民年金保険料については過年度納付により納付されて

いることが確認できることから、申立人の国民年金の加入手続が行われた時

点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見

当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3411 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年８月から７年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年８月から７年７月まで 

私が 22 歳の時に、私の父親が社会保険事務所（当時）で私の国民年金の

加入手続を行ってくれたはずである。国民年金保険料については、私の父

親が加入手続を行った時に、20 歳からの２年分以上の保険料を一括して社

会保険事務所で納付した。私の父親は、私の保険料を納付した年の確定申

告書に、一括して納付した保険料の金額を記載したことを記憶している。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が 22 歳の時に、申立人の父親が社会保険事務所で申立人

の国民年金の加入手続を行ったとしているが、申立人は、当時、同事務所の

管轄外の地区に居住していたことが住民票で確認できる上、制度上、居住地

を管轄していない社会保険事務所で国民年金の加入手続を行うことはできな

いことから、同事務所で申立人の国民年金の加入手続を行ったとする申立内

容は不自然である。 

   また、申立人の基礎年金番号は、平成９年８月ごろ払い出されていること

から、申立期間の大半は時効により保険料を納付できない期間である上、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当

たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを確認で

きる関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3412 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年３月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年３月から同年 12月 

私は、昭和 37 年３月ごろ、市役所で国民年金の加入手続を行った。国民

年金手帳は後日送付されてきたと思う。 

申立期間の国民年金保険料については、母親が両親と私の３人分の保険

料を集金人に納付していた。納付頻度は１か月か２か月分かは記憶にない

が、保険料月額は 200 円ぐらいだったと思う。父親及び母親も申立期間は

納付済みとなっており、私だけが未加入とされて保険料が未納となってい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたと主

張しているが、申立人は、保険料の納付に直接関与していない上、その母親

も他界しており、証言を得ることができないことから、申立期間当時の保険

料の納付状況が不明である。 

   また、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、申立人の国民年金手

帳記号番号の番号が付与された 20 歳到達直後に加入した被保険者の保険料

納付開始日から、昭和 37 年 11 月から 38 年 10 月ごろと推認されるが、申立

人からはさかのぼって保険料を納付した旨の主張がないとともに、同一市内

の同一住所において居住していた申立人に対して、別の国民年金手帳記号番

号が払い出された形跡は見当たらず、ほかに申立人が国民年金の加入手続を

行ったことがうかがえる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3413 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年１月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13年１月 

私は、平成 13 年２月ごろに会社の社長に指導され、市役所で国民年金の

加入手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、私が加入手続

の際に市役所で納付したにもかかわらず、申立期間が未加入で、保険料が

未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 13 年２月ごろに年金手帳を持参して国民年金の加入手続を

行い、加入手続の際に申立期間の国民年金保険料を納付したと主張している

が、申立人の所持する年金手帳では、申立期間当時、申立人が国民年金の資

格を取得した形跡が見受けられない上、オンライン記録では、申立人に対し

て、14 年８月に国民年金の加入手続を勧奨する通知が送付されていることが

確認できることから、申立内容と一致しない。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られていた状

況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3414 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年８月から 41 年３月までの期間、45 年８月から 48 年８

月までの期間及び 50 年９月から 51 年８月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 39年８月から 41年３月まで 

② 昭和 45年８月から 48年８月まで 

③ 昭和 50年９月から 51年８月まで 

私は、会社を退職して厚生年金保険の資格を喪失する都度、区役所の支

所又は出張所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料の納付書が

送られてきた後、金融機関で保険料を納付していたが、区役所の支所や出

張所で納付していたかもしれない。 

私は、申立期間①から③までの期間が未加入とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した都度、国民年金の加入手続を行い、申立期間①

から③までの国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人

は、各期間について国民年金の加入手続を行ったとする時期及び方法につい

ての記憶が曖昧
あいまい

である上、各期間において、保険料納付の開始時期がはっき

り分からないとしているなど、保険料を納付した期間が不明である。 

   また、申立人は、昭和 36 年に国民年金の加入手続を行っているが、その後、

厚生年金保険に加入したため、37 年６月に国民年金の被保険者資格が喪失さ

れている一方、転居後の区においても、53 年２月に国民年金の加入手続を行

い、国民年金手帳記号番号が払い出されているが、その番号が記載された申

立人の年金手帳及び区の被保険者名簿によると、申立期間①から③までの期

間を通じて、国民年金に加入した形跡はうかがわれず、申立人は、申立期間

①から同年２月に国民年金手帳記号番号が払い出された時期を通じて同一区



 

  

内に居住しており、この時期に別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

た事情も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間①から③までの国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに同期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3415 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年 11 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 47年 11月から 51年３月まで 

私は、昭和 47 年 10 月末まで会社に勤務していたが、父親の事業が忙し

くなり、それを手伝うことになったので退職した。国民年金の加入手続は、

時期は分からないが私の父親が市役所で行ってくれたと思う。国民年金保

険料については、自宅に集金人が来ていたように記憶しており、その際両

親が私の保険料だけを納付しなかったとは考えられず、申立期間の保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料を納付していたと主張しているが、申立人自身は加入手続及び保険

料の納付に直接関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとするその

父親も既に他界していることから、申立期間当時の具体的な加入状況及び保

険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険

者資格取得日からみて、申立人が国民年金の加入手続を行ったのは、昭和 52

年２月と推認され、その時点において、申立期間の過半は時効により保険料

を納付できない期間である上、特例納付等により申立期間の保険料を納付し

た形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3416 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年１月及び同年２月 

私は 30 歳のころに、私の父親から、国民年金保険料を過去にさかのぼっ

て納付することができると聞いたことから、厚生年金保険加入期間の間の

未納となっている期間の保険料を郵便局でまとめて納付した。申立期間が

未加入で保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、30 歳のころに厚生年金保険の加入期間の間に係る未納期間につ

いて特例納付により国民年金保険料を納付したと主張しているが、申立人の

オンライン記録では、申立期間以外に第３回特例納付の際に保険料を納付し

た期間が散見されるものの、複数回にわたり保険料が還付されていることが

確認できることから、当時、申立人が自身の厚生年金保険加入期間を正確に

把握していたとは考えにくい。 

   また、申立期間の一部の期間について、申立人は直後に就職した会社の試

用期間として勤務していた可能性が高いと述べていることから、当時、同期

間を特例納付の対象期間として認識していなかったと推認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、30 歳のころに特

例納付により納付したと主張しているが、国民年金被保険者台帳、市町村名

簿及び申立人の所持する年金手帳から、申立期間は未加入期間であることが

確認できることから、特例納付により保険料を納付することはできない期間

である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

   なお、申立人が特例納付保険料として納付した昭和 49 年 10 月分の保険料

が、厚生年金保険との重複納付として平成 19 年に還付されているが、申立

人が 20 歳に到達した昭和 44 年＊月が、本来、国民年金の強制加入期間であ

ったことを踏まえると、還付された特例納付保険料は 44 年＊月の保険料と

して納付したものと考えるのが相当である。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3417 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 50年３月まで 

私が 20 歳になったころ、私の母親が国民年金の加入手続を行ってくれた。

最初のころは、母親が郵便局で国民年金保険料を納付してくれていたが、

途中から、私が保険料を納付するようになった。私は、申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったころ、申立人の母親が申立人の国民年金の加入手

続を行い、その後、しばらくの間、国民年金保険料を納付してくれたと主張

しているが、その母親は、加入手続及び保険料納付における記憶が曖昧
あいまい

で、

国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者における被保険

者資格取得時期からみて、申立人は、昭和 50 年４月ごろに国民年金の加入

手続を行ったものと推認されることから、申立期間の大半は時効により国民

年金保険料を納付することができない期間であり、申立人は、同年以降に送

付された国民年金手帳以外に国民年金手帳を所持したことがないとしている

上、申立期間から国民年金手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に居住

していることを踏まえると、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立人の母親又は申立人自身が、郵便局で納付書によ

り申立期間の国民年金保険料を納付していたとしているが、申立人が申立期

間当時から居住している市では、昭和 45 年度以前は納付書制度が存在して

いなかったことが確認できる。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料



 

  

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2381 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 39 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成７年１月 11 日から８年２月１日まで 

             ② 平成８年２月７日から９年 12 月１日まで 

             ③ 平成 10 年２月 27 日から同年８月１日まで 

    申立期間について、Ａ社から、Ｂ社、Ｃ社及びＤ社へ派遣され勤務し

ていたにもかかわらず、社会保険庁（当時）の記録では厚生年金保険の

加入期間となっていないが、平成７年から９年までの源泉徴収票を保管

しており、社会保険料が控除されていたことが確認できるので、申立期

間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社発行の派遣期間証明書、Ｄ社発行の就業期間に関する文書、申立人

が保管するＡ社発行の平成７年分、８年分及び９年分源泉徴収票、就業条

件通知書及び就業条件明示書（兼）派遣労働者雇入通知書並びに申立期間

に見合う給与振込が確認できる預金通帳等から、申立人が各申立期間にお

いてＡ社からＢ社、Ｃ社及びＤ社に派遣され、継続して勤務していたこと

が認められる。 

   しかしながら、Ａ社が保管する申立人に係る賃金支払データにおいては、

申立期間①から③までのすべての期間について、申立人の給与から厚生年

金保険料が控除されていないことが確認できる。 

   また、申立人は、Ａ社が給与から控除した厚生年金保険料等が源泉徴収

票の「社会保険料等の金額」欄に記載されていると主張しているが、申立

人は申立期間①から③までにおいて、国民年金に加入し、国民年金保険料

をすべて納付している上、国民健康保険にも加入していることが確認でき

ることから、当該「社会保険料等の金額」に申立期間に係る厚生年金保険



  

料が含まれていると言うことはできない。 

   さらに、Ａ社は、申立期間当時、派遣社員については希望者のみを厚生

年金保険に加入させていたとしている上、同社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿から申立人と同様に平成 10 年８月１日に被保険者資格を

取得し、同年８月１日以前は国民年金第１号被保険者であったことが確認

できる複数の従業員に照会したが、同年８月１日以前に同社の派遣社員と

して派遣先事業所において勤務していた期間について、事業主により給与

から厚生年金保険料を控除されたとする者はいなかった。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2382 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年４月 29 日から 40 年７月 30 日まで 

    老齢年金受給を控え、平成 18 年４月に社会保険事務所（当時）へ年

金記録の確認に行ったところ、脱退手当金が支給されていることを初め

て知った。しかし、支給されたことも手続をした記憶も無いので年金記

録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の申立人の氏名は、

事業所を退職した日から約２年４か月後の昭和 42 年 11 月 16 日に旧姓か

ら新姓に氏名変更されており、申立期間の脱退手当金が同年 12 月 14 日に

支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名変

更が行われたと考えるのが自然である。 

   また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金の支

給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は、支給額に計算上の誤りは無いなど一連の事務処理に不自然さはうか

がえないほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2383 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年 10 月１日から 52 年３月 31 日まで 

    私は、申立期間にＡ社に勤務し、工事現場、空港、遊園地等で仕事を

していた。 

    当時、既にＡ社に勤務していた伯父の紹介により正社員として入社し

たはずであり、厚生年金保険にも加入していたはずである。保険料控除

を確認できる資料は無いが、申立期間を厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の記録が、昭和 50 年５月１日から 52 年３月 20 日ま

で確認できること、及び同僚の証言から、申立人は申立期間の一部につい

てＡ社で勤務していたことが推認できる。 

   しかしながら、申立人及び同僚が、共に申立期間当時、Ｂ遊園地でチー

ムで正社員として勤務していたと供述している３名のうち２名については、

Ａ社での入社と同時に厚生年金保険の被保険者資格を取得していなかった

ことがうかがえる。 

   また、当時、Ａ社から社会保険関係業務を受託していた社会保険労務士

は、「当時の関係資料は保存しておらず、申立人の厚生年金保険の取扱い

については不明である。」と説明しており、申立人も当時の給与明細書等

の資料を所持していないことから、申立人の申立期間における厚生年金保

険の適用及び給与からの厚生年金保険料の控除は不明である。 

   さらに、Ａ社は、「当時は、当社も設立したてであったので、従業員の

厚生年金保険及び雇用保険の加入については、万全でないところがあっ

た。」旨を回答している。 



  

   なお、Ａ社は、「当時の担当が皆辞めているので、正確なことは不明で

あるが、現在では、３か月間の試用期間を設けており、入社後すぐには社

会保険に加入させてはいない。」と回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除に係る事実

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2384 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年６月２日から 16 年９月１日まで 

    私は、平成 15 年６月にＡ社に入社したが、申立期間の標準報酬月額

が支給された給与月額よりも低い金額となっている。給与支給明細書を

一部持っているので、正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保管する平成 15 年 11 月から 16 年９月までの期間に係る給与

明細書及び申立人の供述から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたこ

とは認められる。 

   しかし、上記の給与明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に

基づく標準報酬月額は、オンライン記録における申立期間に係る標準報酬

月額と一致している。 

   また、当時、Ａ社の管理部門担当であったとする者は、「標準報酬月額

の届出は固定給に基づいて行っており、歩合給は含めていなかった。」旨

を述べているところ、上記の給与明細書における固定給と通勤手当の合計

額は、オンライン記録における申立期間に係る標準報酬月額とほぼ一致し

ている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間について、申立人が

主張する標準報酬月額に基づく保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2385 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年３月１日から 61 年２月 28 日まで 

    私は、昭和 53 年にＡ社を設立し、58 年 10 月に厚生年金保険の適用

事業所となり、61 年２月に適用事業所でなくなった。社会保険庁（当

時）の記録では、59 年３月に標準報酬月額がそれまで 41 万円だったも

のが、８万 6,000 円と大幅に引き下げられている。申立期間当時には、

80 万円ぐらいの給与をもらっており、８万 6,000 円に不正に訂正され

ていると思うので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

昭和 59 年３月から 60 年３月までは 41 万円、同年４月から 61 年１月ま

では 30 万円と記録されていたところ、当該事業所が適用事業所でなくな

った日（平成 61 年２月 28 日）の後の同年３月 27 日付けでさかのぼって

８万 6,000 円へ減額訂正されていることが確認できる。 

   しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人が同社の代表取締役

であったことが確認できる。 

   また、申立人は、「標準報酬月額を引き下げるための、書類は提出して

いない。」と述べているものの、「厚生年金保険料の滞納があり、その

ため、社会保険事務所（当時）の職員と相談した。」とも述べているこ

とから、申立人が当該訂正処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は当該標準報酬月額の減額

処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人

の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認

めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2386 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年５月 21 日から 30 年６月１日まで 

    平成 19 年７月に、当時の同僚から、申立期間の事業所では、厚生年

金保険に加入していたという話を聞き、社会保険事務所（当時）で年金

の加入記録を調べてもらったところ、申立期間は脱退手当金として支給

されていると言われた。 

    脱退手当金を受給した記憶はないので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳の「保険給付」欄には、脱退手当金

を支給したことが記録されており、申立期間の脱退手当金は、支給額に計

算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約１か月後の昭和 30 年７月６日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立

期間と申立期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を

受給したために番号が異なっていると考えるのが自然である上、申立人か

ら聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していな

いことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2387 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年 12 月から 34 年５月まで 

             ② 昭和 34 年６月から 35 年１月まで 

             ③ 昭和 39 年２月から 42 年５月まで 

    社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

申立期間①のＡ社、申立期間②のＢ社及び申立期間③のＣ社の３社に

勤務した期間の加入記録が無かった。 

    いずれの３社とも、正社員として勤務していたので、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は当該期間にＡ社に勤務していたと述べて

いる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から当該期間に

加入記録のある同僚に照会したが、申立人が勤務していたことを記憶する

同僚は見当たらず、申立人も同僚の氏名を記憶していないことから申立人

の同社における勤務実態を確認できない。 

   また、申立人はＡ社の従業員数は 100 名ぐらいであったと述べているが、

上記の被保険者名簿によると、申立期間①当時の被保険者数は、およそ

55 名であり、当時、同社ではすべての従業員が厚生年金保険に加入して

いたわけではなかったことがうかがわれる。 

   さらに、事業主は、申立期間①当時の社会保険関係の資料を保管してお

らず、申立人の厚生年金保険の適用及び給与からの保険料控除について確

認することができない。 

   申立期間②について、複数の同僚の供述から、申立人が当該期間にＢ社



  

に勤務していたことは推認できる。 

しかし、上記の同僚のうちの１名は、「Ｂ社には試用期間があった。試

用期間中は厚生年金保険に加入していなかった。」と述べている。 

   さらに、複数の同僚に照会を行ったところ、その記憶する入社日は、そ

れぞれの被保険者資格取得日の数箇月前である旨を回答している。 

加えて、Ｂ社は、申立期間②当時の厚生年金保険の加入記録に関する資

料は保管していないとしており、申立人の厚生年金保険の適用及び給与か

らの保険料控除について確認することができない。 

   申立期間③について、申立人は、Ｄ組合の紹介でＣ社に正社員として入

社したと述べているところ、同組合の保管する組合員カードから、申立人

が申立期間③のうちの昭和 39 年６月 15 日以降の期間について、同組合の

組合員であったことが確認できる。 

しかし、Ｄ組合に照会したところ、「当組合は個人事業主の組合であり、

労働者供給事業を行っている。組合員の健康保険は、日雇健康保険であり、

年金は国民年金に加入することになっている。」と回答している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から③までに係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2388 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年５月から 44 年３月まで 

    昭和 41 年５月から 44 年３月までＣ社に入社し、Ａ社のＢ工場で働い

ていたが、社会保険庁（当時）の記録では、厚生年金保険の加入記録が

無かった。給与明細書は無いが、申立期間について厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の詳細な供述から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社Ｂ

工場に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、同僚は、「当時、Ａ社Ｂ工場に勤務していたＣ社の社員は６名

であった。」と述べているところ、複数の同僚は、「私は、Ｃ社に勤務し、

Ａ社Ｂ工場で働いていたが、申立人を知らない。」と供述している。 

   また、厚生年金保険の手続を担当していた者は、「当時、私は厚生年金

保険の手続を担当し、Ａ社Ｂ工場の責任者も兼ねていたが、申立人に記憶

は無い。また、多くの臨時工を雇っていたが、臨時工については厚生年金

保険に加入させていなかった。」旨の供述をしている。 

   さらに、申立人がＣ社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が

無い。 

   加えて、Ｃ社は既に解散しているため、保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 2389 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年３月 29 日から 36 年４月８日まで 

    私は、昭和 36 年４月８日にＡ社を退職し、同年４月に結婚すると同

時にＣ県からＤ県に転居した。厚生年金保険の加入記録を確認したとこ

ろ、同年７月に「脱退手当金を支給済みである。」との回答を受けた。 

    しかし、Ｃ県の実家の両親から脱退手当金を代理で受け取ったとの連

絡もないし、Ｄ県に移り住んでから 10 年ほど実家には帰っておらず、

手続をしたことも手当金を受け取った記憶もないので、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されて

いる女性のうち、申立人が記載されているページ及びその前後５ページ

に記載されている脱退手当金の受給要件を満たす者 33 名の脱退手当金の

支給記録を確認したところ、33 名全員に脱退手当金の支給記録があり、

そのうち申立人を含む 29 名が厚生年金保険被保険者資格喪失日の６か月

以内に脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、退職者

本人の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いもの

と考えられる。 

   また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の欄

には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示がされている上、同一

の厚生年金保険被保険者台帳記号番号で管理されているＢ社の被保険者

期間及びＡ社の被保険者期間を基礎として計算されている申立人の脱退

手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 36 年７月 20 日に支給決定され



  

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人は、Ａ社を退職後、国民年金の強制加入期間（117 月）

があるにもかかわらず国民年金は未納となっているなど、年金に対する

意識が高かったとは考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が

無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情

は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2390 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年８月１日から 34 年２月 20 日まで 

             ② 昭和 34 年４月１日から 38 年６月６日まで 

             ③ 昭和 38 年 10 月 21 日から 39 年３月 28 日まで 

             ④ 昭和 39 年３月 28 日から同年７月 15 日まで 

             ⑤ 昭和 39 年７月 15 日から 41 年９月 21 日まで 

             ⑥ 昭和 42 年４月１日から 44 年 10 月１日まで 

    厚生年金保険の記録によると、昭和 32 年８月１日から 44 年 10 月１

日までの期間のうち、厚生年金保険に加入していた 133 か月の脱退手当

金が、事務職として勤務していたＡ社退職後の 45 年２月４日に支給さ

れたことになっている。しかし、私は脱退手当金を受給した記憶はない

ので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給され

たことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 45 年２月４日に

支給決定されるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人は、申立期間の最終事業所を退職後、国民年金の強制加入

期間であるにもかかわらず国民年金には加入しておらず、年金に対する意

識が高かったとは考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年 10 月ごろから 32 年７月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録では、Ａ社Ｂ製造所において本採用とな

った昭和 32 年７月以降のみの記録となっており、臨時工として勤務し

ていた期間の記録が欠落している。雇用保険と健康保険を掛けていたこ

とを覚えており、厚生年金保険料も給与から控除されていたと思うので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び同僚の証言から、申立人は申立期間にＡ社Ｂ製造所

に継続して勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、申立人は、「私は、申立期間当時、臨時工であり、本採

用になるには試験があった。同僚は、昭和 32 年４月から本採用になる試

験に合格したが、私は、同年７月からの試験に合格した。」と供述して

いるところ、Ａ社Ｂ製造所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

よると、当該同僚は、同年４月１日に資格を取得しており、申立人は、

同年７月１日に資格を取得していることが確認できる。 

   また、上記の被保険者名簿によると、申立人と同日に 779 名（申立人を

含む）が資格を取得しており、ほかの時期より多数の者が一括して厚生

年金保険に加入している状況がみられ、これら同日に資格を取得した複

数の従業員は、「臨時工として勤務していた期間は、厚生年金保険の被

保険者になっていなかった。」と供述している。 

   さらに、Ａ社は、臨時工の厚生年金保険の取扱いについて、「申立人が

勤務していたＢ製造所については、災害により昭和 20 年から 36 年７月

までの関係書類（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）を滅失してしま



  

ったが、当社内で書類が保存されているＣ事業所及びＤ事業所について

は、臨時工は厚生年金保険に加入させていなかったことが確認でき

る。」と回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2392 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年 11 月 10 日から 38 年４月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）には昭和 37 年 11 月中旬から勤務していたにも

かかわらず、厚生年金保険の加入記録が 38 年４月１日からになってい

るので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚が「申立人をよく覚えている。昭和 37 年ごろには勤務してい

た。」と証言している上、申立人が当時の勤務状況について詳細に記憶し

ていることから、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認でき

る。 

   しかし、申立人が同じ時期にＡ社に入社したとして名前を挙げた同僚の

厚生年金保険の資格取得日は、申立人と同じ昭和 38 年４月１日である上、

他の同僚も厚生年金保険の資格取得日より、もう少し前から勤務していた

と証言していることから、Ａ社では入社後すぐに厚生年金保険に加入させ

ていなかったことがうかがわれる。 

   また、申立人が名前を覚えている上司及び同僚に照会したが、申立期間

に係る保険料控除に関する証言を得られなかった。 

   さらに、Ｂ社に照会したところ、現在に至るまで合併を繰り返している

ため、当時の資料が現存せず、当時の社員も在籍していないことから、申

立人の保険料控除について不明と回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除をうかがえる関連資

料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2393 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年６月 10 日から 41 年 10 月 20 日まで 

             ② 昭和 41 年 11 月５日から 43 年９月１日まで 

             ③ 昭和 43 年 12 月２日から 45 年１月 26 日まで 

    私は、厚生年金保険の加入期間の年金が多少なりとももらえると思っ

ていたが、脱退手当金支給済みの記録となっていると分かり驚いた。脱

退手当金を受給した覚えは全く無いので記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る最終事業所であるＡ社の健康保険厚生年金保険

被保険原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されて

いるとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る最終事業所の厚生年金保険被保険者資格喪失日から４か

月後の昭和 45 年５月 22 日に支給されているなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2394 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年３月 26 日から 38 年１月 21 日まで 

    私は、平成 20 年５月に社会保険事務所（当時）に行き、年金記録の

確認をした際に、Ａ社Ｂ工場に勤務していた期間の厚生年金保険につい

て、脱退手当金が支給されていることを初めて知った。昭和 38 年５月

23 日に支給済みとのことだが、受給した記憶はないので、申立期間の

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記

載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日で

ある昭和 38 年１月 21 日の前後おおむね２年以内に資格を喪失し、脱退

手当金の受給要件を満たす者 32 人の脱退手当金の支給記録を調査したと

ころ、27 人に支給記録があり、うち 21 人が厚生年金保険被保険者資格喪

失日の６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、そのうち

連絡先の把握できた複数の者が、「事業所が手続をしていた。」と供述

していることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主

による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 2395 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年９月１日から 44 年１月 17 日まで 

             ② 昭和 44 年８月１日から 45 年１月７日まで 

             ③ 昭和 45 年３月９日から同年７月 19 日まで 

    平成 20 年１月 10 日にねんきん特別便が届き、国民年金の記録のみし

か載っておらず、社会保険事務所（当時）で厚生年金保険被保険者記録

を確認してもらったところ、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社の４社に勤務した

うち、最初に勤務したＡ社以外の残り３社については、脱退手当金を受

給したことになっていることを知った。 

    脱退手当金という給付制度があったことすら知らない私が、脱退手当

金を受ける手続をしたはずはないので、被保険者期間と訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金支給の対象となっている申立期間は、同一の番号で

管理されており、そのすべてにおいて支給対象となっている上、最後に

勤務した事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手

当金の支給を意味する「脱」の表示に丸印が付されているとともに、最

後に勤務した事業所における被保険者資格喪失日の約２か月後に脱退手

当金は支給されており、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2396 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月１日から 52 年 11 月 16 日まで 

    私は、昭和 50 年３月にＡ社の前に勤務していたＢ社が倒産したため、

同年４月にＡ社に入社したが、社会保険事務所（当時）の記録に無かっ

た。申立期間に会社からもらった健康保険証で妻が産婦人科へ通い次男

を産んだ。また、私よりも後に入社した同僚は、同社において被保険者

となっているので、この期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

   申立人は、Ｂ社の退職直後の昭和 50 年４月にＡ社に入社したと主張し

ているが、Ａ社の回答、同社から提出された申立人の入社時の履歴書及び

雇用保険の記録によると、申立人は同年７月にＢ社を退職後、同年８月

26 日にＡ社に入社し、52 年 10 月６日に同社を離職していることが確認で

きる。  

また、Ａ社の保管する給与台帳において、申立人は、申立期間におい

て、給与から厚生年金保険料を控除されていないことが確認できる。 

さらに、当時の事業主は、「申立期間当時は、厚生年金保険の加入に

ついては希望制をとっており、試用期間の経過後に本採用になった場合

には、加入についての希望を本人に口頭で確認し、希望した場合にのみ

加入させることとしていた。申立人の加入記録が無いということは希望

しなかったためと思われる。」と供述しているところ、給与台帳におい

て、申立人と同様に厚生年金保険料を控除されていない同僚が複数確認

でき、これらの者はＡ社において被保険者となっていないことから、同

社では、申立期間当時には厚生年金保険の加入は希望制であったことが



  

うかがえる。 

このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことをうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2397 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年 10 月 13 日から 31 年７月１日まで 

    私は、前の会社を昭和 30 年 10 月 12 日に退職し、翌日から、Ａ社

（現在は、Ｂ社）に旋盤工として入社し、夜間勤務もこなし 38 年 12 月

18 日まで勤務した。しかし、厚生年金保険の加入は 31 年７月からとな

っているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管していた退職者報告書（退職の際、Ａ社が作成した人事関係

の記録）から、申立人が昭和 30 年 10 月 10 日から 38 年 12 月 16 日まで、

同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、申立人は、「Ａ社には準社員として採用された記憶があ

る。」と述べているところ、申立人とほぼ同時期に厚生年金保険被保険者

資格を取得している同僚７名のうち６名は、「申立期間当時、同社では、

大学を卒業し４月から入社した者や事務系の業務に従事する者等を除いて

は、入社後数箇月間は準社員扱いとする制度があった。」と証言しており、

このうち４名は、自身の入社時期と厚生年金保険の加入時期に半年から２

年程度の差異があることについて、「入社時は準社員として採用されたた

めである。」と証言している。 

   また、Ｂ社に確認したところ、Ａ社における保険料控除に関する関連資

料は保管されておらず、厚生年金保険の取扱いについての回答は得られな

かった。 

   さらに、申立人は、事業主により厚生年金保険料を給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等を保管しておらず、このほか、申立人

が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがえ



  

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2398 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10 月１日から９年２月 18 日まで 

    私は、Ａ社に入社してからクレーンの操縦を行っていた。同社では申

立期間当時の給与は 50 万円くらい受け取っていたが、ねんきん定期便

によると、標準報酬月額が 41 万円になっている。 

    調査の上、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間当時、私はＡ社で 50 万円くらいの給与をもらっ

ていたので、標準報酬月額が 41 万円であるのはおかしい。」と主張して

いる。 

   しかしながら、Ａ社が事務委託していた社会保険労務士が保管している

健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しによると、申立

人の平成３年 10 月から９年１月までの標準報酬月額は、41 万円と記載さ

れており、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

   また、当時の事業主は、「クレーンの操縦を行っていた者は日給月給で

基本的には日給は同額であった。」と述べているところ、同僚は、「当時

の給料は日給月給で、日額１万 5,000 円ぐらいだった。当時の給与明細書

などは残っていないが、25 日出勤して、ほかに特別手当をもらったとし

ても 50 万円にはならない。」と供述している。 

   さらに、申立期間当時、申立人と同様にＡ社でクレーンの操縦をしてい

た被保険者 10 名のうち、標準報酬月額が 41 万円を超えている者はみられ

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 2399 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年４月１日から 55 年 10 月１日まで 

             ② 昭和 55 年 12 月１日から 56 年２月２日まで 

    申立期間①はＡ社に勤務しており、申立期間②はＢ社に勤務していた

ので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が当該期間のうち、昭和 55 年３月１日か

ら同年 10 月１日までの期間にＡ社に勤務していたことは、雇用保険の加

入記録から認められる。 

   しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、申立人が同社

で被保険者資格を取得した昭和 55 年 10 月１日である。 

   また、申立人が所持しているＡ社における昭和 55 年分源泉徴収票に記

載されている社会保険料額は、申立人が申立てどおりに社会保険に加入

していたとして算定される社会保険料額に比較して、少ない金額となっ

ている。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、事

業主及び同僚の連絡先が不明であることから照会をすることができない。 

   申立期間②について、申立人が当該期間にＢ社に勤務していたことは、

雇用保険の加入記録及び申立人が所持する昭和 55 年分源泉徴収票から認

められる。 

   しかし、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所になったのは、申立人が同社

で被保険者資格を取得した昭和 56 年２月２日である。 

   また、申立人が所持しているＢ社における昭和 55 年分（同年 12 月のみ



  

同社勤務）源泉徴収票に記載されている社会保険料額については、同社

は厚生年金保険料を翌月控除と回答しているため同年分の源泉徴収票に

同社の厚生年金保険料控除額が記載されるとは考え難い上、同社におけ

る社会保険料として算定される額と大きく相違している。 

   さらに、Ｂ社に照会したところ、当時の資料が残っていないので申立人

の当該期間に係る厚生年金保険料の控除については不明であると回答し

ており、同僚は連絡先が不明のため聴取することができない。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2400 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年７月 15 日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 48 年５月 10 日にＡ社Ｂ工場で、一般事務職として臨時雇

用され、同年８月１日付けで正社員として採用された。 

    臨時雇用の期間は昭和 48 年７月 31 日までで、引き続いて同年８月１

日から正社員として勤務したが、厚生年金保険被保険者資格は同年７月

15 日に一旦喪失し、同年８月１日に再度取得したとして、被保険者期

間が１か月欠落しているのは納得いかないので、申立期間を被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の供述及び同僚の証言により、申立人が申立期間当時、Ａ社Ｂ工

場に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人の雇用保険の記録は、健康保険厚生年金保険被保険者名

簿及びオンライン記録と符合している。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で、申立人と同じ

ページに記載されている者の被保険者記録を調査したところ、申立人と同

様に臨時雇用から正社員となった６人の同僚についても申立人と同様に被

保険者記録の欠落が見られ、当時、同社では、雇用形態の変更の際、厚生

年金保険の被保険者資格を喪失させた後、再度、被保険者資格を取得させ

ていたことがうかがえる。 

   さらに、上記同僚６人は一様に「当該期間の保険料控除については覚え

ていない。」と供述している。 

   加えて、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 



  

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2401 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月 28 日から同年３月１日まで 

    Ａ社を退職したのは平成６年２月 28 日であったにもかかわらず、社

会保険庁（当時）の記録では、厚生年金保険の資格喪失日が同日となっ

ている。同社の事務手続の不備のため、申立期間が厚生年金保険被保険

者期間となっていないので、申立期間を被保険者期間として認めてほし

い。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した雇用保険被保険者離職証明書の写し及び雇用保険の加

入記録から、申立人が平成６年２月 28 日までＡ社に勤務していたことが

認められる。 

   しかし、Ａ社へ照会したところ、「申立期間の資格喪失の届出について

申立てどおりの届出を行っておらず、給与から厚生年金保険料を控除し

ていない。」旨の回答をしている。 

   また、Ａ社では、「給与の支払方法は、当月末日締めの当月 25 日支払

で、厚生年金保険料の控除は翌月控除であった。」と回答しているとこ

ろ、申立人が所有する平成６年２月の給与明細書で控除されている保険

料は１か月分の保険料とほぼ同額であることから、申立人は申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていないことが確

認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 2402 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月１日から 48 年５月 30 日まで 

    オンライン記録では、Ａ社で勤務していた期間の被保険者記録が無い。

私は昭和 45 年６月１日に同社に中途入社し、３年間勤務した。一緒に

働いた同僚の名前も覚えている。当時の給料明細書は無いが、申立期間

に同社で働いていたことに間違いなく、当該期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社の当時の職場の様子や同社で一緒に働いた同僚等の名前

を記憶していることから、時期は特定できないが、申立人が同社で勤務

していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社において厚生年金保険被保険者記録がある者で、連

絡先の判明した者に対して、同社における申立人の申立期間当時の勤務

実態について照会したが、申立人が同社で勤務していたとする証言が得

られず、申立人の申立期間に係る勤務実態を確認することができない。 

   また、Ａ社では、申立期間当時の人事資料などを保管しておらず、申立

人が申立期間に同社で勤務していたかどうかについて不明であると供述

している。 

   さらに、Ａ社の当時の事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間に

係る同社での勤務実態について証言を得ることができない。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

れていることを確認できる給料明細書等の資料を所持しておらず、申立



  

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関係資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2403 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 11 月１日から 57 年 12 月１日まで 

    私は、昭和 53 年 11 月から 58 年 10 月までＡ社に勤務したのに、申立

期間が被保険者期間となっていない。申立期間は同社の調理場で料理人

として間違いなく勤務していた。保険料控除の事実が確認できる給与明

細書等は持っていないが、申立期間について被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の同僚は、申立期間において、申立人がＡ社に勤務していたと証

言していることから、申立人が申立期間において、同社に勤務していた

ことは推認できる。 

   しかし、申立人が申立期間において一緒に勤務していたと記憶している

料理長は、申立期間後の昭和 60 年 11 月９日に資格を取得している上、

同じく一緒に勤務していたとする同僚２名はＡ社において被保険者資格

を取得していないことから、申立期間当時、同社では、厚生年金保険に

ついて、従業員ごとに取扱いが異なっていたものと考えられる。 

   また、Ａ社の当時の事業主は、社会保険等の書類は廃棄していると供述

している上、当時の同社の社会保険の担当者に、申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について照会しても回答が無い

ため、証言を得ることができない。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票では、申立人は、

昭和 57 年 12 月１日に資格を取得し、58 年 10 月 21 日に資格を喪失した

との記載があり、オンライン記録と一致している上、このほかに申立人

に係る被保険者記録は見当たらない。 



  

   加えて、申立人は、事業主により給与から厚生年金保険料を控除された

ことが確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2404 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年６月 30 日から同年８月１日まで 

    勤務していたＡ社が、昭和 30 年６月４日にＣ区からＤ区に移転した

が申立期間も会社を辞めたことは無く、継続して勤務し、保険料も控除

されていたと思うので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の当時の日記と同僚の証言から、申立人が、申立期間にＡ社及び

Ｂ社（Ａ社がＤ区に移転した後の名称）に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、社会保険事務所（当時）の記録によると、Ａ社は昭和 30 年６

月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、Ｂ社は同年８月

１日に新しく適用事業所となっていることから、申立期間において、Ａ社

及びＢ社は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、申立人と同様にＡ社及びＢ社に勤務していた同僚は、「昭和 30

年６月ごろに勤務先がＡ社からＢ社に変わったが、同社の給与から保険料

が控除され始めたのは同年８月からであったと記憶している。」と述べて

いる。 

   さらに、Ａ社及びＢ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、それぞれの事業主も連絡先が不明であることから、申立人の申立期間

に係る保険料の控除について、照会をすることができない。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 


